
太田市老人福祉施設開設準備補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、民間の老人福祉施設（以下「施設」という。）の円滑な開設を支援

し、質の高い高齢者介護サービスの提供に資するため、太田市老人福祉施設開設準備

補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、太田市補助金等に関する

規則（平成１７年太田市規則第７６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象施設） 

第２条 補助金の交付の対象となる施設は、次のとおりとする。 

⑴ 地域密着型特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０

の５に規定する特別養護老人ホームであって、その入所定員が２９人以下であるも

のをいう。以下同じ。） 

⑵ 地域密着型特別養護老人ホームに併設されるショートステイ用居室（老人福祉法

第２０条の３に規定する老人短期入所施設をいう。以下同じ。） 

（補助対象事業者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象事業者」という。）は、介護保険

事業計画に基づき地域密着型サービス事業所を設置する事業者を選定するために実施

する公募において、太田市地域密着型サービス運営委員会（太田市地域密着型サービ

ス運営委員会設置要綱（平成１８年３月１日太田市制定）に基づき設置された委員会

をいう。）により、介護基盤等整備事業費補助金の対象として選定された者とする。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対象

事業者が第２条に規定する施設の新規開設又は増床に伴う必要な職員の雇入れ等の開

設の準備に係る事業とする。 

（補助対象経費、基準額及び補助額） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費及び基準額は、別表のとおりとする。ただし、

次に掲げる場合は、補助金の交付の対象としない。 

⑴ 平成２０年度以前から開始している施設整備事業に伴う事業である場合 

⑵ 他の国庫負担（補助）制度により、現に補助事業の経費の一部を負担し、又は補助

している事業である場合 

２ 補助金の交付額は、別表の基準額と対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額

を控除した額とを比較し、いずれか少ない額とする。ただし、算定された額に１，０

００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

（交付の条件） 

第６条 規則第６条第３項に規定する条件は、次のとおりとする。 

 ⑴ 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業

により取得し、又は効用の増加した価格が３０万円以上の機械及び器具については、

市長が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付

の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、担保に供し、取り壊し、又は

廃棄してはならない。 

  ⑵ 市長の承認を受けて前項に定めた財産を処分することにより収入があっ 

た場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。 

⑶ 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業終

了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営

を図らなければならない。 



⑷ 補助対象事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出との関係を明らかにした帳簿

を作成し、当該補助対象事業に係る収入及び支出についての証拠書類を整備し、かつ、

当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合に

は、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しなければならない。 

⑸ 補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税

及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、年度消費税及び地方消費税に

係る仕入控除税額（様式第１号）により速やかに市長に報告しなければならない。こ

の場合において、補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の支部、支社、支所

等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費

税及び地方消費税の申告を行っている場合には、本部の課税売上割合等の申告内容に

基づき報告を行うこと。後段の場合において、当該消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。 

⑹ 補助対象事業者は、補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係

者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、社会福祉法（昭和２６年

法律第４５号）第１１条第２項に規定する共同募金会に対してなされた指定寄付金を

除く。 

⑺ 補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市

が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。 

⑻ 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約にお

いても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しては

ならない。 

⑼ この補助金の交付額と対象経費を重複して、他の法律又は要綱に基づく補助を受け

てはならない。 

（年度終了実績報告） 

第７条 補助対象事業者は、事業が翌年度にわたるときは、年度太田市老人福祉施設開

設準備補助金の年度終了実績報告書（様式第２号）をこの補助金の交付決定に係る市

の会計年度の翌年度の４月末日までに、市長に提出するものとする。 

（事業遂行等の指示） 

第８条 市長は、補助対象事業者が提出する報告等により、補助対象事業が補助金の交

付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、そ

の者に対し、これらに従って事業を遂行すべきことを指示することができる。 

２ 市長は、補助対象事業者がその指示に違反したときは、その者に対し、事業の遂行

の一時停止を命ずることができる。 

（交付の決定の取消し） 

第９条 市長は、補助対象事業者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決

定の全部又は一部を取り消すことができる。交付すべき補助金の額の確定があった後

においても同様とする。 

⑴ 不正な手段によって補助金の交付を受けたとき。 

⑵ 補助金を他の用途に使用したとき。 

⑶ 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令、条例、規則若し

くはこれに基づく処分に違反したとき。 

⑷ 補助対象事業を予定の期間内に完了しなかったとき、又は完了することが不可能

若しくは著しく困難であると市長が認めたとき。 

（是正のための措置） 

第１０条 前条の規定により補助金の交付の決定を取り消す場合においては、市長は、



補助対象事業者に対し、補助金の交付の決定を取り消すことができる旨を告げ、その

是正を求めるものとする。 

（理由の提示） 

第１１条 市長は、補助金の交付の決定の取消し、補助事業の遂行の指示若しくは一時

停止の命令又は補助対象事業の是正のための措置の指示をするときは、補助対象事業

者に対してその理由を示さなければならない。 

（その他） 

第１２条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２１年１２月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日) 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日の前日までに決定した太田市老人福祉施設等開設準備補助金に

ついては、なお従前の例による。  

附 則 

この要綱は、平成２４年１０月４日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年３月７日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２９年３月１日から施行し、改正後の太田市老人福祉施設開設準備

補助金交付要綱は平成２８年１２月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 


